
 

 

 

 

 

さ い た ま 市 教 育 委 員 会 会 議 

 

（定  例  会） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年９月２６日 開催 

 



 

教 育 委 員 会 会 議 

 

日時  令和６年９月２６日（木） 
午後２時００分 

場所  教育委員会室 

＜ 次  第 ＞ 

 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

 

４ 閉  会 

 

議案第６７号 さいたま市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について  

議案第６８号 議決事項の一部変更について（さいたま市立本太中学校（６・７・

８・９・１０・１８・２０・２５・３３・３４棟）リフレッシュ改

修（建築）工事請負契約） 

 

議案第６９号 令和６年度さいたま市優秀教職員表彰について 【非公開案件】

議案第７０号 さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会調査専門員の委嘱

について 

【非公開案件】

議案第７１号 さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会調査専門員の委嘱

について 

【非公開案件】

議案第７２号 さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会委員の委嘱及び任命に

ついて 

【非公開案件】



議案第６８号 
 
   議決事項の一部変更について（さいたま市立本太中学校（６・７・８・９・１０・１８・ 

２０・２５・３３・３４棟）リフレッシュ改修（建築）工事請負契約） 
 
 議決事項の一部変更（さいたま市立本太中学校（６・７・８・９・１０・１８・２０・２５・３

３・３４棟）リフレッシュ改修（建築）工事請負契約）について、下記のとおり変更したいので、

市長に申出する。 
 
  令和６年９月２６日提出 
 

                             さいたま市教育委員会  

                                 教育長 竹居 秀子  

 

記 

 

契約金額中「１，１３６，８７９，７００円」を「１，１７４，２７９，７００円」に変更す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

提案理由 

 

令和６年２月議会において議決を得たさいたま市立本太中学校（６・７・

８・９・１０・１８・２０・２５・３３・３４棟）リフレッシュ改修（建築

）工事請負契約について（議案第６２号）、「さいたま市建設工事請負契約

基準約款第２６条第６項」に基づき、受注者からインフレスライドによる契

約金額変更の請求があったため、当該工事請負契約に係る議決事項のうち、

契約金額を増額することに関し市長に申出するものです。 

 

 

 

 

 

 



 

議決事項の一部変更について 

（さいたま市立本太中学校（６・７・８・９・１０・１８・ 

２０・２５・３３・３４棟）リフレッシュ改修（建築）工事概要） 

 
１ 工事名称  さいたま市立本太中学校（６・７・８・９・１０・１８・２０・２５・

３３・３４棟）リフレッシュ改修（建築）工事 
         

 ２ 工  期  令和６年３月１４日から令和７年１１月２８日 
         （変更による工期延長なし） 
 
 ３ 受 注 者  佐伯工務店・佐伯リフォーム特定共同企業体 
 
４ 工事概要  さいたま市立本太中学校（６・７・８・９・１０・１８・２０・２５・

３３・３４棟）リフレッシュ改修（建築）工事 

 
 ５ 変更内容 

  当初請負金額   １，１３６，８７９，７００円（税込）…① 
         変更増減額       ３７，４００，０００円（税込）…② 
         変更後請負金額  １，１７４，２７９，７００円（税込）…①＋② 
 
 ６ 変更概要  さいたま市立本太中学校（６・７・８・９・１０・１８・２０・２５・

３３・３４棟）リフレッシュ改修（建築）工事は、令和６年３月１４日

に契約を締結し、工事を着手しましたが、「さいたま市建設工事請負契

約基準約款第２６条第６項」の規定に基づき、受注者よりインフレスラ

イドによる請負代金額変更の請求があったため、当該請負契約に係る議

決事項のうち、請負金額を変更するものです。 

 

 

 



議案第６７号 
 

さいたま市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 
 

さいたま市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定を、別紙のとおり市長に申出する。 
 
  令和６年９月２６日提出 

  
                    さいたま市教育委員会  

                    教育長 竹居 秀子  
 
 
 

別冊１



 

別紙 

さいたま市立学校設置条例の一部を改正する条例 

さいたま市立学校設置条例（平成１３年さいたま市条例第１１３号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 
 小学校  小学校 

名    称 位    置 
［略］ 

さいたま市立美園北

小学校 
［略］ 

さいたま市立大和田

小学校 
さいたま市見沼区大

和田町１丁目２００

０番地 
 

名    称 位    置 
［略］ 

さいたま市立美園北

小学校 
［略］ 

 

［略］ ［略］ 
  

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
 

 



 

さいたま市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案理由 

・ 大和田地区における土地区画整理事業により見込まれる児童数の増加への対応

を図るため、小学校を設置することに伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の概要 

・ 小学校の新設（別表関係） 

・ さいたま市立大和田小学校を、見沼区大和田町１丁目２０００番地に設置す

るもの。 

（施行期日） 令和８年４月１日 

 


